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表 平成２３年度 年度計画変更（１／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

序文 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

３１条第１項の規定に基づき、独立行政法人宇宙航空

研究開発機構（以下、「機構」という。）の平成２３年度

の業務運営に関する計画（年度計画）を以下の通り定

める。 

なお、平成 23年 3月 11日に発生した「平成 23年

（2011 年）東北地方太平洋沖地震」で受けた機構の施

設・設備等への被害の復旧を行う必要がある。被害状

況を把握し対応策を明確にした上で事業の実施計画

の見直し等を行い、必要に応じ年度計画の変更を行う

こととする。 

 

序文 

独立行政法人通則法（平成１１年法律第１０３号）第

３１条第１項の規定に基づき、独立行政法人宇宙航空

研究開発機構（以下、「機構」という。）の平成２３年度

の業務運営に関する計画（年度計画）を以下の通り定

める。 

なお、平成 23年 3月 11日に発生した「平成 23年

（2011 年）東北地方太平洋沖地震」で受けた機構の施

設・設備等への被害の復旧を行う必要がある。被害状

況を把握し対応策を明確にした上で事業の実施計画

の見直し等を行い、必要に応じ年度計画の変更を行う

こととする。 

 

平成 23年度第

3次補正予算

（平成 23年 11

月21日成立）に

より、被災した

施設・設備の復

旧等を行うこと

を受け、記述を

削除する。 
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表 平成２３年度 年度計画変更（２／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

Ⅰ． 国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 

１．衛星による宇宙利用 

（１）地球環境観測プログラム 

(a)  （略） 

(b) 第１期水循環変動観測衛星の打上げ及び

初期運用 

第１期水循環変動観測衛星（GCOM-W1）

のプロトフライトモデルの製作試験を完了し

た後、射場作業、打上げ及び初期機能確

認を行う。 

(c) ～ (d) （略） 

（２）～（４） （略） 

 

２． ～ ３． （略） 

 

Ⅰ． 国民に対して提供するサービスその他の業務の

質の向上に関する目標を達成するためにとるべ

き措置 

１．衛星による宇宙利用 

（１）地球環境観測プログラム 

(a)  （略） 

(b) 第１期水循環変動観測衛星の開発打上げ

及び初期運用 

第１期水循環変動観測衛星（GCOM-W1）

のプロトフライトモデルの製作試験を完了し

た後、射場作業、打上げ及び初期機能確

認を行う。 

(c) ～ (d) （略） 

（２）～（４） （略） 

 

２． ～ ３． （略） 

相乗り衛星側と

の調整結果に

基づき、GCOM 

-W1の打上げ

及び初期機能

確認を平成 23

年度から平成

24年度に変更

する。 

これに伴い、記

述を削除する。 
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表 平成２３年度 年度計画変更（３／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

４．国際宇宙ステーション（ISS） 

（１）日本実験棟（JEM）の運用・利用 

(a)  （略） 

(b) JEMの利用 

（略） 

 JEM 船内・船外搭載実験装置の開発、

及び打上げ・初期検証の実施 

（略） 

 

（２）宇宙ステーション補給機（HTV）の開発・運用 

（略） 

 HTV 3 号機の機体の製作、打上げ準

備、打上げ、及び運用準備、運用管制 

（略） 

 

４．国際宇宙ステーション（ISS） 

（１）日本実験棟（JEM）の運用・利用 

(a)  （略） 

(b) JEMの利用 

（略） 

 JEM 船内・船外搭載実験装置の開発、

及び打上げ・初期検証の実施 

（略） 

 

（２）宇宙ステーション補給機（HTV）の開発・運用 

（略） 

 HTV 3 号機の機体の製作、打上げ準

備、打上げ、及び運用準備、運用管制 

（略） 

 

国際宇宙ステー

ションへの物資

輸送計画に係る

参加国との調整

結果を受け、

HTV3の打上

げ、運用管制、

及び JEM搭載

実験装置の打

上げを平成 23

年度から平成

24年度に変更

する。 

これに伴い、記

述を削除する。 
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表 平成２３年度 年度計画変更（４／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

５．宇宙輸送 

（１）基幹ロケットの維持・発展 

基幹ロケット（H-IIAロケット及び H-IIBロケッ

ト）について、部品枯渇に伴うアビオ二クス機

器等の再開発を引き続き確実に進めるととも

に、飛行実証を通じて設計を確定させ技術移

転する。併せて、H-IIBロケットについては4号

機からの民間移管を達成する。 

 
 

（略） 

 

６． ～ ８． （略） 

 

５．宇宙輸送 

（１）基幹ロケットの維持・発展 

基幹ロケット（H-IIAロケット及び H-IIBロケッ

ト）について、部品枯渇に伴うアビオ二クス機

器等の再開発を引き続き確実に進めるととも

に、飛行実証を通じて設計を確定させ技術移

転するに向けた準備を進める。併せて、H-IIB

ロケットについては 4 号機からの民間移管を

達成する達成に向けて調整を継続する。 

 

（略） 

 

６． ～ ８． （略） 

 

国際宇宙ステー

ションへの物資

輸送計画に係る

参加国との調整

結果を受け、H- 

IIBロケット 3号

機の打上げを

平成 23年度か

ら平成 24年度

に変更する。 

これに伴い、記

述を変更する。 
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表 平成２３年度 年度計画変更（５／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

９．産業界、関係機関及び大学との連携・協力 

我が国の宇宙航空産業の産業基盤及び国際競争力の強

化、機構外部のアイデアや技術、人材を活用した宇宙利用

の拡大、機構内部に有する資産の社会への還元を目指した

活動として、以下を実施する。 

（略） 

 容易かつ迅速な宇宙実証機会の提供を目的と

して、GCOM-W1 相乗りとして選定された小型

副衛星の打上げに向けたインタフェース調整等

の支援及び打上げを行うとともに、GPM 等の

相乗り衛星の搭載に向けた検討を行う。 

（略） 

 

１０． ～ １２． （略） 

 

Ⅱ． 業務運営の効率化に関する目標を達成するため

にとるべき措置 （略） 

９．産業界、関係機関及び大学との連携・協力 

我が国の宇宙航空産業の産業基盤及び国際競争力の強

化、機構外部のアイデアや技術、人材を活用した宇宙利用

の拡大、機構内部に有する資産の社会への還元を目指した

活動として、以下を実施する。 

（略） 

 容易かつ迅速な宇宙実証機会の提供を目的と

して、GCOM-W1 相乗りとして選定された小型

副衛星の打上げに向けたインタフェース調整等

の支援及び打上げを行うとともに、GPM 等の

相乗り衛星の搭載に向けた検討を行う。 

（略） 

 

１０． ～ １２． （略） 

 

Ⅱ． 業務運営の効率化に関する目標を達成するた

めにとるべき措置 （略） 

 

相乗り衛星側と

の調整結果に

基づき、GCOM 

-W1と相乗りす

る小型副衛星

の打上げを平

成 23年度から

平成 24年度に

変更する。 

これに伴い、記

述を削除する。 
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表 平成２３年度 年度計画変更（６／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

Ⅲ． 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 

平成 23年度予算 

（単位：百万円）  

Ⅲ． 予算（人件費の見積りを含む。）、収支計画及び資金計画 

１．予算 

平成 23年度予算 

（単位：百万円） 

平成 23 年度第

3 次補正予算

（平成 23 年 11

月21日成立）に

対応し予算、収

支計画、資金計

画を見直す。 

 区別  金額  

  

区別  金額   

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 国際宇宙ステーション開発費補助金  

 地球観測システム研究開発費補助金 

 受託収入 

 その他の収入 

          計 

 

１２２，４２６ 

７，５３２ 

３０，００９ 

１２，６３３ 

３６，３５８ 

１，０００ 

２０９，９５８ 

収入 

 運営費交付金 

 施設整備費補助金 

 国際宇宙ステーション開発費補助金  

 地球観測システム研究開発費補助金 

 受託収入 

 その他の収入 

          計 

 

１２２，４２６ 

８，６３６ 

３０，００９ 

１２，７３２ 

３６，３５８ 

１，０００ 

２１１，１６１ 

支出 

一般管理費 

事業費 

施設整備費補助金経費 

国際宇宙ステーション開発費補助金経費

地球観測システム研究開発費補助金経費 

受託経費 

          計 

 

７，０１４ 

１１６，４１２ 

７，５３２ 

３０，００９ 

１２，６３３ 

３６，３５８ 

２０９，９５８ 

支出 

一般管理費 

事業費 

施設整備費補助金経費 

国際宇宙ステーション開発費補助金経費

地球観測システム研究開発費補助金経費 

受託経費 

          計 

 

７，０１４ 

１１６，４１２ 

８，６３６ 

３０，００９ 

１２，７３２ 

３６，３５８ 

２１１，１６１ 

［注］ （略） ［注］ （略） 
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表 平成２３年度 年度計画変更（７／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

２．収支計画 

平成 23年度収支計画 

（単位：百万円）  

２．収支計画 

平成 23年度収支計画 

（単位：百万円） 

平成 23 年度第

3 次補正予算

（平成 23 年 11

月21日成立）に

対応し予算、収

支計画、資金計

画を見直す。 

 区別  金額    区別  金額   

費用の部 

   経常費用 

      事業費 

一般管理費 

      受託費 

      減価償却費 

   財務費用 

   臨時損失 

 

２１９，０２５ 

１２８，８８０ 

６，１９４ 

４３，５３５ 

４０，４１５ 

１２７ 

０ 

費用の部 

   経常費用 

      事業費 

一般管理費 

      受託費 

      減価償却費 

   財務費用 

   臨時損失 

 

２１９，０２５ 

１２８，８８０ 

６，１９４ 

４３，５３５ 

４０，４１５ 

１２７ 

１，１１２ 

収益の部 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

その他の収入 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

 

９９，１２７ 

３０，９２７ 

４３，５３５ 

１，０００ 

４０，５７８ 

０ 

収益の部 

運営費交付金収益 

補助金収益 

受託収入 

その他の収入 

資産見返負債戻入 

臨時利益 

 

９９，１２７ 

３０，９２７ 

４３，５３５ 

１，０００ 

４０，５７８ 

１，１１２ 

税引前当期純損失 

法人税、住民税及び事業税 

当期純損失 

目的積立金取崩額 

総損失 

３，９８４ 

２４ 

４，００８ 

－        

４，００８      

税引前当期純損失 

法人税、住民税及び事業税 

当期純損失 

目的積立金取崩額 

総損失 

３，９８４ 

２４ 

４，００８ 

－        

４，００８      

［注１］［注２］ （略） ［注１］［注２］ （略） 
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表 平成２３年度 年度計画変更（８／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

３．資金計画 

平成 23年度資金計画 

（単位：百万円）  

３．資金計画 

平成 23年度資金計画 

（単位：百万円） 

平成 23 年度第

3 次補正予算

（平成 23 年 11

月21日成立）に

対応し予算、収

支計画、資金計

画を見直す。 

 区別  金額    区別  金額   

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

１７５，９８０ 

３５，５１６ 

３，６０６ 

１９，４２８ 

資金支出 

業務活動による支出 

投資活動による支出 

財務活動による支出 

翌年度への繰越金 

 

１７７，０９２ 

３５，６０７ 

３，６０６ 

１９，４２８ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

補助金収入 

受託収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費による収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

 

２０２，７４６ 

１２２，４２６ 

４２，６４１ 

３６，４３６ 

１，２４３ 

 

７，５３２ 

０ 

２４，２５２ 

資金収入 

業務活動による収入 

運営費交付金による収入 

補助金収入 

受託収入 

その他の収入 

投資活動による収入 

施設整備費による収入 

財務活動による収入 

前年度よりの繰越金 

 

２０２，８４５ 

１２２，４２６ 

４２，７４０ 

３６，４３６ 

１，２４３ 

 

８，６３６ 

０ 

２４，２５２ 

［注］ （略） 

Ⅳ．～Ⅶ （略） 

［注］ （略） 

Ⅳ．～Ⅵ （略） 
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表 平成２３年度 年度計画変更（９／９） 
（下線は変更箇所） 

変更前 変更後 変更理由 

Ⅶ． その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設・設備に関する事項 

以下に示す施設・設備の整備・老朽化更新等

を重点的に実施する。 

 

（１） セキュリティ対策施設設備の整備（内之浦宇

宙空間観測所） 

（２） 施設設備の整備・改修（宇宙輸送、追跡管

制、技術研究） 

（３） 用地の取得（種子島宇宙センター、筑波宇

宙センター） 

（４） 施設設備の老朽化更新等（宇宙輸送、追跡

管制、環境試験、技術研究、航空、宇宙科

学） 

 

２． ～ ３． （略） 

 

Ⅶ． その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

１．施設・設備に関する事項 

東日本大震災で受けた被害の復旧及び、以下

に示す施設・設備の整備老朽化更新・等を重点

的に実施する。 

（１） セキュリティ対策施設設備の整備（内之浦宇

宙空間観測所） 

（２） 施設設備の整備・改修（宇宙輸送、追跡管

制、技術研究） 

（３） 用地の取得（種子島宇宙センター、筑波宇宙

センター） 

（４） 施設設備の老朽化更新等（宇宙輸送、追跡

管制、環境試験、技術研究、航空、宇宙科

学） 

 

２． ～ ３． （略） 

 

平成 23年度第

3次補正予算

（平成 23年 11

月21日成立）に

より、被災した

施設・設備の復

旧等を行うこと

を受け、記述を

追加する。 

以上 


